
勤 務 条 件 に つ い て 

平成  年  月  日 

あなたを 任用 ・ 委嘱 するに当たっての勤務条件は次のとおりです。 

勤務場所：           学校    任用期間・委嘱期間：平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日    勤務内容：教科指導等   

 

１ 任用形態 臨時的任用職員 

非常勤講師 

報酬（１授業時間当たり） 報酬（勤務１時間当たり） 

２ 勤務時間 午前  時  分から  午後  時  分まで  

(1)勤務時間数  教科指導週    時間 (2)勤務時間  別途「時間割」による (3)週案作成等時間 週当たり担当授業時間数 ・10時間以上       ⇒ １週間当たり２時間以内 ・３時間以上９時間以下  ⇒ １週間当たり１時間以内 ・１時間以上２時間以下  ⇒ ２週間当たり１時間以内 (1)勤務時間数  週    時間 (2)勤務時間  別途「勤務時間割振表」による 
３ 週休日等 

(1) 週休日  日曜日，土曜日  (2) 休 日  国民の祝日に関する法律に定める休日，年末年始（12/29～1/3） 上記（勤務を要する日）以外 
４ 休暇 

(1) 年次有給休暇  任用期間に応じて決定します (2) 特別休暇    正規職員に準じて認められます  

(1)年次有給休暇  委嘱期間に応じて決定します (2)特別休暇    非常災害等による交通遮断及び事務・事業の停止並びに忌引き等 
５ 給与，報酬 

及び通勤費 

(1) 給料（※経験年数等によって決定します） 教育職（教諭，養教等） １９１，２５６円 ～ ３８８，４４０円 教育職（助教諭，講師）  １６７，８５６円 ～ ３０４，６１６円 行政職（主事）        １４６，１００円 ～ ２７７，１００円 医療職（栄養）        １６９，４００円 ～ ２９３，７００円 (2) 給料の調整額（教育職のみ）   (3) 地域手当 給料，扶養手当の月額合計額に支給割合を乗じて算定 (4) 諸手当  通勤手当，扶養手当，住居手当等を届出により支給 (5) 期末手当，勤勉手当  基準日における任用期間に応じて支給 (6) 支給日  給料及び諸手当は毎月 19 日，期末・勤勉手当は，６月及び 12月，期末手当は３月の所定の日に支給 (7) その他  正規職員に適用される条例等の規定が準用 
(1)報酬 単価 １授業時間当たり ２，６７０円 (1)報酬   単価  勤務 60 分当たり ２，６７０円 (2)通勤費 通勤の事情等を勘案して，教科指導等に当たった日数に応じて支給 (3)締切日      毎月末日に勤務実績を集計 (4)支給日  勤務した日の属する月の翌月の 15 日（当日が休日等の場合は直前の休日等でない日）  

６ 社会保険 

任用期間により次のとおりとなります。 (1) ２月以内       「国民健康保険」「国民年金」 (2) ２月を超え 12 月まで 「健康保険」（注）「厚生年金」 (3) 12 月を超える場合，13 月目から「公立学校共済組合」「厚生年金」        (注) 40～64 歳の方は，介護保険の被保険者となります。  

国民健康保険及び国民年金，若しくは配偶者等の被扶養者となります。  

次の①又は②の要件を満たすときに被保険者となります。 （健康保険，厚生年金保険） ①委嘱期間が２月を超え，次の要件の両方を満たす場合 (1) ４週間の所定勤務時間が 116 時間 15 分以上 (2) １か月の勤務日数が 16 日以上 ②委嘱期間が１年以上見込まれ，週の所定勤務時間が 20 時間以上の場合 （注）40～64 歳の方は，介護保険の被保険者となります。 
７ 雇用保険 任用期間が 30 日を超える場合「強制加入」します。 次の要件を満たす者が適用を受けます。 (1) １週間の所定勤務時間が 20 時間以上（週案作成等時間を含む。） (2) 31 日以上引き続き委嘱されることが見込まれること  

８ 災害補償 公務上及び通勤途上の災害に「地方公務員災害補償法」が適用されます。 「労働者災害補償保険法」が適用されます。 
９ その他 

・給与から所得税及び社会保険料等を控除して支給します。 ・住民税については控除しませんので，市町村へ直接納入してください。 ・任用に伴い住居を移転した場合は，赴任旅費が支給されます。 ・児童手当（特例給付）については，原則住所地の市町村長が支給することとなりますが，公立学校共済組合の組合員である間のみ，届出により認定の上，県が支給することになります。 ・報酬から所得税及び雇用保険料（該当する場合）を控除して支給します。 ・住民税については控除しませんので，市町村へ直接納入してください。  

 

市町立市町立市町立市町立版版版版    

（ただし，本務者の休暇等に応じ任用期間を変更することがあります。） 

※上記記載内容は平成※上記記載内容は平成※上記記載内容は平成※上記記載内容は平成 22229999 年４月１日のもの年４月１日のもの年４月１日のもの年４月１日のもの    


